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（２）電子デバイス関連 

 

問題２（新規） 

 

「輸出令別表第１の７の項の経済産業省令で定める仕様のもの」、「貨物等省令第６条第一

号ハ、ホからチまで及びルからワまでの集積回路」は、それぞれ運用通達の解釈において、

次のように定められている。 

 

解釈 

用語 用語の意味 

輸出令別表第１の７

の項の経済産業省令

で定める仕様のもの 

  貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又

は同条第三号から第十六号の二までに該当するものであって輸出令別

表第１の１の項から１５の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物

に使用するように特別に設計したもの又はこれと同じ機能特性のもの

は、輸出令別表第１の当該貨物の規定に基づいて判定するものとす

る。 

（省略） 貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくはヌ、同

条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号

の二までに該当するものであって、他の貨物

（輸出令別表第１の１の項から１５の項までの

中欄のいずれかに掲げられた貨物を除く。）に

使用するように設計したものを除く。 

 

解釈 

用語 用語の意味 

貨物等省令第６条第

一号ハ、ホからチま

で及びルからワまで

の集積回路 

輸出令別表第１の１の項から１５の項までの中欄のいずれかに掲げら

れた貨物に使用するように特別に設計したものであって、設計又はプ

ログラムを変更することができないものは、輸出令別表第１の当該貨

物の規定に基づいて判定するものとする。輸出令別表第１の１の項か

ら１５の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物であるか否かを判

断できない場合は、貨物等省令第６条第一号ハ、ホからチまで及びル

からワまでに基づいて判定するものとする。 
 

他の貨物（輸出令別表第１の１の項から１５の

項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物を除

く。）に使用するように特に設計したものであ

って、設計又はプログラムを変更することがで

きないものを除く。 
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この解釈について、次のＡ～Ｅの記述のうち、正しいものはいくつあるか①～⑤から選びな

さい。 

 

Ａ 「貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号か

ら第十六号の二まで」に掲げる部品であって、９の項に掲げる伝送通信装置に使用す

るように特別に設計したものは９の項で判定するが、その結果が非該当のときは７の

項での判定が必要になる。 

Ｂ ７の項（１）貨物等省令第６条第一号では集積回路を規制しているが、他の装置に使

用するように特別に設計した専用集積回路であり、設計又はプログラムを変更するこ

とができないものであって、当該他の装置の仕様がわかっている場合は、当該他の装

置を規制する項番で判定し、貨物等省令第６条第一号で判定する必要はない。 

Ｃ 「貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号か

ら第十六号の二まで」のいずれにも該当しない貨物は、この貨物が他の装置の専用設

計品である場合も、当該他の装置を規制する項番で判定する必要はない。 

Ｄ 貨物等省令第６条第二号において、当該貨物が他の貨物の専用設計品である場合に、

同条第二号で判定する必要がないのはイ～ワであるため、同条第二号カの対象貨物が

他の貨物の専用設計品である場合は、他の貨物の部分品として判定するとともに、同

条第二号カでも判定しなければならない。 

Ｅ 「特別に設計したもの」とは、例えば「伝送通信装置に使用するために特別に設計」

のように、伝送通信装置として定義される複数種の貨物に共通して専用設計したもの

ではなく、「ルーターに使用するために特別に設計」のように特定の貨物向けに設計

したもののことである。 

 

① ０個 

② １個 

③ ２個 

④ ３個 

⑤ ４個 
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(MEMO) 
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解答２（新規） 

正解 〔③〕 

 

【解説２】 

ＢとＤの記述が正しい。 

 

Ａは「９の項で判定するが、その結果が非該当のときは７の項での判定が必要になる。」

の箇所が誤り。９の項での該非にかかわらず、「貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくは

ヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二まで」の対象となる部品が、他

の貨物の専用設計品である場合は、７の項で判定する必要はない。 

 

Ｂは正しい。７の項（１）貨物等省令第６条第一号の対象である集積回路が、他の装置の

専用集積回路であって、当該他の装置の仕様がわかっている場合は、当該他の装置を規制

する項番で判定する。貨物等省令第６条第一号で判定する必要はない。 

 

Ｃは「他の項番で判定する必要はない。」の箇所が誤り。「貨物等省令第６条第一号イ、

ロ若しくはヌ、同条第二号イからワ又は同条第三号から第十六号の二まで」に該当するか

否かにかかわらず、他の貨物の専用設計品であれば、当該他の貨物を規制する項番で判定

する必要がある。 

 

Ｄは正しい。 

 

Ｅは誤り。「伝送通信装置」は運用通達の解釈において、具体的な装置が多数定義されて

いる。複数の異なる個々の伝送通信装置に共通して使用するように専用設計されたものは、

伝送通信装置の部分品として、対象項番である９の項で、個々の伝送通信装置全ての仕様

に基づいて判定する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  





23 
 

問題３（旧 問題２） 

 

外為令別表で規制されるエレクトロニクス関連の技術に関する次の記述のうち、正しいもの

を選びなさい。 

 

① 外為令別表の７の項では、輸出令別表第１の７の項に該当する貨物の技術のみが規制さ

れているため、同項に非該当の貨物に係る技術は規制されない。 

② 輸出令別表第１の７の項に非該当の貨物に係る技術であっても、超電導材料を用いた装

置や真空電子デバイス等に係る技術の一部は規制される。 

③ 外為令別表の７の項の該非判定を行う際には、輸出令別表第１の７の項の該非判定結果

は不要である。 

④ 輸出令別表第１の７の項に非該当の貨物に係る技術は、外為令別表の７の項で規制され

ない。 

⑤ 外為令別表の７の項に、「輸出令別表第１の７の項の中欄に掲げる貨物」という記述が

ある場合は、輸出令別表第１の７の項の該当貨物及びそのスペックダウン貨物を意味す

る。 

 

 

問題４（旧 問題３） 

 

次に掲げる貨物のうち、輸出令別表第 1 の７の項（２）においてマイクロ波用機器又はミリ

波用機器の部分品として規制され得るものはいくつあるか選びなさい。 
 

Ａ  レーザーダイオード 

Ｂ 電子加速器 

Ｃ  真空電子デバイス 

Ｄ イメージ増強管 

Ｅ 電子的又は磁気的に同調可能な帯域通過フィルター 

 

① １個 

② ２個 

③ ３個 

④ ４個 

  ⑤ ５個 
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解答３（旧 問題２） 

正解 〔②〕 

 

【解説３】 

外為令別表の７の項（３）から（５）では、輸出令別表第１の７の項に非該当の貨物の技

術だけを規制しているため、注意が必要である。 

 

 

 

 

 

解答４（旧 問題３） 

正解 〔②〕 

 

【解説４】 

Ｃ、Ｅの２個。 

貨物等省令第６条第二号イ及びヘを参照。 

レーザーダイオードは９の項（１）又は１０の項（８）、電子加速器は２の項（３７）及

び４の項（２４）で、イメージ増強管は２の項（３９）及び１０の項（２）でそれぞれ規

制される。 
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問題７（旧 問題６） 

 

輸出令別表第１の７の項（２）貨物等省令第６条第二号ワ「マイクロ波用機器又はミリ波用

機器の部分品であって、周波数シンセサイザーを用いた組立品」の判定において、次の中か

ら正しいもの全てを選びなさい。 

 

 

① 周波数シンセサイザーとは、出力周波数の数より少ない数の基準周波数により制御、導

出又は統合し、一つ若しくは多数の出力周波数を同時若しくは選択的に出すことができ

る周波数源をいう。 

② 周波数切換えの所要時間とは、デジタルコード化された電気信号により出力周波数を切

換えたときに、出力周波数が１ギガヘルツ未満の場合は終点の±100 ヘルツ以内、又は

1 ギガヘルツ以上の場合は終点の±0.00001 パーセント（±0.1ppm）以内に達する時間

（例えば遅延時間）をいう。 

③ 貨物等省令第６条第二号ワの該非判定で、周波数切換えの所要時間が１ｍｓのものは該

当になる。 

④ 貨物等省令第６条第二号ワに該当するものであって、輸出令別表第１の１の項から１５

の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したもの又は

これと同じ機能特性のものを、貨物等省令第６条第二号ワで判定した。 

⑤ 周波数シンセサイザーを用いた組立品であれば、全て貨物等省令第６条第二号ワでの判

定が必要である。 
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解答７（旧 問題６） 

正解〔①,②〕  

 

【解説７】 

① 運用通達の解釈に規定されている内容と合っているため、正解。 

② 正解。 

③ 合成出力周波数範囲によって、周波数切換えの所要時間の規定値が異なる。 

いずれの合成出力周波数範囲であっても、周波数切換えの所要時間は、最高でも 

１ｍｓ未満のものが規制されるため、１ｍｓの仕様であれば該当とはならない。よっ

て設問は間違いである。 

＜参考：貨物等省令第６条第二号ワの規定内容＞ 

（一）周波数切換えの所要時間が 143 ピコ秒未満のもの 

（二）4.8 ギガヘルツ超 31.8 ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、2.2 ギガヘルツ

を超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が 100 マイクロ秒未満のもの 

（三）削除 

（四）31.8 ギガヘルツ超 37 ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、550 メガヘルツを

超えるいずれかの周波数切換えの所要時間が 500 マイクロ秒未満のもの 

（五）37 ギガヘルツ超 75 ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、2.2 ギガヘルツを超

えるいずれかの周波数切換えの所要時間が 100 マイクロ秒未満のもの 

（六）75 ギガヘルツ超 90 ギガヘルツ以下の合成出力周波数範囲で、5.5 ギガヘルツを超

えるいずれかの周波数切換えの所要時間が 100 マイクロ秒未満のもの 

（七）90 ギガヘルツを超える合成出力周波数範囲で、周波数切換えの所要時間が 1 ミリ

秒未満のもの 

④ 貨物等省令第６条の輸出令別表第１の７の項の経済産業省令で定める仕様のものの解

釈として 

「貨物等省令第６条第一号イ、ロ若しくはヌ又は同条第二号イからワ又は同条第三号

から第十六号の二までに該当するものであって輸出令別表第１の１の項から１５の項

までの中欄のいずれかに掲げられた貨物に使用するように特別に設計したもの又はこ

れと同じ機能特性のものは、輸出令別表第１の当該貨物の規定に基づいて判定するも

のとする。」と規定されている。 

従って、輸出令別表第１の１の項から１５の項までの中欄のいずれかに掲げられた貨

物に使用するように特別に設計したもの又はこれと同じ機能特性のものは、輸出令別

表第１の当該貨物の規定に基づいて判定することとなり、設問は間違いである。 

⑤ 上記の④の通り、輸出令別表第１の１の項から１５の項までの中欄の貨物に使用する

ように設計したものは、輸出令別表第１の当該貨物の規定に基づいて判定することに

なる。従って、周波数シンセサイザーを用いた組立品であれば、全て貨物等省令第６

条第二号ワで判定することになるとは限らないため、設問は間違いである。 

 


